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（別表５－２） 補助金交付請求書(様式第８号)に添付する書類 【補助条件システム】 

 

※1 補助対象システムとあわせての作成・提出可 

※2 システムが設置された住宅を購入し、補助金交付対象申請時に提出済みの場合は不要 

 

 

 

 

（別表６）処分制限期間 

 補助対象システム 処分制限期間 

1 リチウムイオン蓄電システム ６年 

2 Ｖ２Ｈシステム ５年 

3 高効率給湯器（エコキュート） ６年 

4 家庭用燃料電池 ６年 

 

補助条件システム  

提出書類 

 
HEMS 

新設 既設 新設 

1 

領収書の写し (※1) 

（宛名《申請者名》、金額、但し書き《補助条件システム名及び内訳金額》、

領収日、発行日、領収者名、領収印が正しく記載・押印されているもの） 

 

〇 

 

－ 〇 

2 
【「1 領収書の写し」に、必要項目が記載されていない場合】 

領収書金額内訳書（様式第 16 号） (※1) 

 

〇 

 

－ 〇 

3 

カラー写真（※2） 

撮影ボードと一緒に撮影した下記①～⑦の写真を、台紙(様式第 17-2 号)に貼付し、提出 

【住宅用太陽光発電システムを新設した場合】 

①システムの設置部分 

②システムの稼働状況を確認することができる写真 

 

〇 

 

－ － 

【パワーコンディショナの新設又は入れ替えを行った場合】 

③パワーコンディショナの設置部分 

④定格出力が確認できるパワーコンディショナの銘板部分 

 

〇 

 

〇 － 

⑤HEMS の設置部分 － － 〇 

⑥HEMS の銘板部分 － － 〇 

【集合住宅に太陽光発電システムを設置する場合で、共用部分で使用するこ 

とを主な目的とする場合】 

⑦非常用電源のコンセント等の部分 

 

〇 － － 

4 

【集合住宅に太陽光発電システムを設置する場合で、共用部分で使用するこ

とを主な目的とする場合】 

非常時に共有部分で発電電力の利用が可能であることを居住者に周知する通

知等 

(例：居住者への周知チラシ案、賃貸借契約書のフォーム等） 

 

〇 － － 

5 その他、市民協議会が特に必要と認める書類 〇 〇 〇 

 
住宅用太陽光 
発電システム 

 




